
 

１ 地域密着型療養通所介護の基本方針 

 地域密着型療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な

限り自宅で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の

維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の

社会的孤立感の解消や心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減

を図ることなどを目的として実施します。 

難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看

護師による観察が必要な方が利用対象になり、事業者は利用者の自宅から施設までの送迎

も行います。 

 

２ 今回申請のある事業者 

 

＜サービスイメージ＞ 

 

イメージ図出典：厚生労働省 HP どんなサービスがあるの？療養通所介護 

 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group9.html 

 

法人情報 名称：株式会社創謙 

住所：兵庫県芦屋市東芦屋町１５番１７号 

事業所情報 名称：ナーシングデイ・創謙 

住所：兵庫県芦屋市大原町２－６ ラ・モール芦屋１０１号室 

地域密着型療養通所介護の指定の審査について 
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４ 指定基準の主なもの 

 

 

指定基準 ナーシングデイ・創謙 

専用の部屋 面積は６．４㎡×利用定員以上か 19.4 ㎡（定員３名分合計） 

消火設備 消火器や自動火災報知設備など消防法に

規定された設備が整っているか 

左記を満たすことを確認 

   

 

 

指定基準 ナーシングデイ・創謙 

利用定員 １８名以下 ３名定員 

運営規程 運営規程に記載している内容は適切か（以

下内容抜粋） 

・営業日及び営業時間 

・利用料及びその他の費用の額 

・非常災害対策 

・利用者負担額を明確に記載してい

る 

・緊急時の対応方法や非常災害対策

について、速やかに対応できる体制

が整備されている 

苦情処理 対応窓口・担当者を定め、円滑かつ迅速に

処理を行う体制が整っているか 

苦情対応マニュアルを定め、再発防

止に努める体制であることを確認 

※運営基準に関しては、通所介護の規定に準ずるものに加えて、緊急時対応医療機関、

安全・サービス提供管理委員会など独自の基準があります 

           

指定基準 ナーシングデイ・創謙 

管理者 ・常勤専従（管理上支障がなければ、事業

所の他の職務に従事できる）かつ看護師 

・訪問看護の経験必須 

・１名配置（常勤） 

看護職員又

は介護職員 

・利用者の数が１．５に対し、提供時間を

通じて 1 以上 

・うち１人は、常勤の看護師かつ専従 

左記を満たすことを確認 

  

人員基準 
管理者、看護職員又は介護職員が適切に配置されているか 

設備基準 

運営基準 
・運営規程に記載している内容は適切か 

・苦情を処理するための措置は適正か 等 

必要な設備・備品が備えられているか 
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地域密着型サービス事業所の事業譲渡に係る 

指定申請について 
 

 

 

令和７年４月１日から令和８年３月１日に指定した事業所は２事業所です。 

 

（１）申請事業所数 
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０ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ 

 

 

 

（２）申請事業所 

指定日 事業所名 法人名 事業所所在地 

Ｒ７.６.１ 
宝塚医療大学附属介護ス

テーション 芦屋 
学校法人平成医療学園 芦屋市海洋町１２－３ 

Ｒ７.１０.１ 
グループホーム マイホ

ーム芦屋 
医療法人社団清和会 芦屋市陽光町８番３０号 

 

 

※事業所の指定に係る記載事項については、次ページ添付の付表（一部抜粋）のとおり 
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令和８年度地域密着型サービス事業所の指定スケジュール

及び今後の指定に係る取扱いについて 
 

１ 地域密着型サービスの新規指定スケジュール 

地域密着型サービスの指定にあたって、介護保険法第７８条の２第７項の規定に基づ

き、芦屋市地域密着型サービス運営委員会での意見聴取を経て指定するものについて、

本委員会の令和８年度におけるその取扱いを次のとおり提案します。 

【令和 8年度スケジュール】 

申請書類提出締切日 本委員会の開催月（予定） 事業所指定日 

令和 8年 6月 5日（金） 令和 8年 7月 令和 8 年 8 月～令和 8年 11 月 

令和 8年 10 月 2日（金） 令和 8年 11 月 令和 8 年 12 月～令和 9年 3 月 

令和 9年 1月 15 日（金） 令和 9年 2月～3 月 令和 9 年 4 月～令和 9年 7 月 

 

※本委員会の開催日については、別途定める 

※申請書類提出締切日までに申請がなかった場合で、別の議題・議案がないときは、対

象となる本委員会は開催しない 

 

２ 事業譲渡や吸収合併等に伴う新規指定の取扱い 

  近年、介護事業所（地域密着型サービス事業所）において、事業譲渡や吸収合併に

伴う新規指定の件数が増加傾向にあり、そのうちの多くは、サービス内容等に実質的

な変更がない事業継承である。そのような事業所を新規開設の事業所と同様（１ 地

域密着型サービスの新規指定スケジュール）の取扱いとすると、随時指定を受けるこ

とができず、事業を一時的に休止しなければならない等、現利用者のサービス継続に

影響が出ることが想定されることから、一定の条件を満たす場合については、随時指

定し、年度最終の委員会に報告の上、意見聴取を行うこととする。 

 

 ■随時指定の対象となるケース（以下の条件をいずれも満たす場合） 

  ・事業譲渡や吸収合併に伴う新規指定 

  ・譲受法人による事業が、既存の事業所のサービス内容、定員、従事者、設備等に

実質的な変更がないと市が認める場合 

 ※指定後の運営指導は上記１，２の場合のいずれも当年度もしくは翌年度に実施する

こととする 

以 上 
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令和７年度地域密着型サービス（介護予防を含む）の 

運営指導結果等について 

１ 運営指導を行った法人数 

 

８法人（令和６年度：５法人） 

 

（別掲）運営指導を行ったサービスごとの内訳（計１７件） 

  サービスの種類 件 数 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 

地域密着型通所介護 5 

認知症対応型通所介護（共用型を含む） 0 

小規模多機能型居宅介護 2 

認知症対応型共同生活介護 2 

地域密着型特定施設入居者生活介護 2 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1 

介護予防認知症対応型通所介護（共用型を含む） 0 

介護予防小規模多機能型居宅介護 2 

介護予防認知症対応型共同生活介護 2 

合 計 17 
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２ 運営指導における指摘事項の概要（令和７年度） 

〈文書指摘〉 

 運営指導の結果、法令・基準・通知等で規定した事項に違反していることが確

認された内容は以下のとおりです。 

文書指摘を行った内容は、是正又は改善を求めるため、事業者から「改善報告

書」を提出させ、その改善状況を確認しています。 

 

〈人員に関する基準〉 

・生活相談員の人員配置について、サービスの提供日ごとに生活相談員がサービ

ス提供時間内に勤務している時間数の合計をサービス提供時間数で除して得た

数が１以上確保すべきところ、必要な時間数を確保できていない日があった。 

・資格者証として介護福祉士国家試験合格証のみが保管されている事例があっ

た。 

・看護師が未配置である日があった。 

・常勤 1名の看護職員を要するところ、過去 2か月間、常勤の看護職員が未配置

だった。 

 

〈運営に関する基準〉 

・職場内のハラスメントに対して、事業主の方針の明確化や周知・啓発が行われ

ていなかった。 

・非常災害に関する具体的計画（消防法施行規則第 3条に規定する消防計画（こ

れに準ずる計画）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画）が策定さ

れていなかった。 

・避難、救出その他必要な訓練について、避難訓練のみ実施しており、年に 2回

以上必要な消火訓練が実施されていなかった。 

・雇用契約書の契約期間未更新や、雇用契約書が運営指導当日に確認できなかっ

た。 

・居宅サービス計画への同意の署名の日付が、サービス提供の開始日以降になっ

ていた。 

・サービス担当者会議等において利用者の家族の個人情報を用いる場合に、当該

家族から文書により同意を得ていなかった。 

・運営推進会議が開催されていなかった。 

・運営規程に、虐待の防止のための措置に関する事項について定めていなかっ

た。  
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〈介護給付費の算定及び取扱い〉 

・実際にサービス提供されている時間区分とは異なる時間区分で算定している事

例があった。 

・科学的介護推進体制加算が定められた提出頻度で厚生労働省へ提出されていな

かった。 

・常勤看護師が退職後、未配置の期間も入居継続支援加算Ⅱ、夜間看護体制加算

Ⅰを請求していた。 

 

〈口頭指摘〉 

 運営指導の結果、法令・基準・通知等で規定した事項に違反しているが、その

程度が軽微である場合、またはその違反について文書指摘を行わなくても改善が

見込めると判断した内容（サービスの質の向上に資するものとして行う技術的な

助言を含む）は以下のとおりです。 

 

〈運営に関する基準〉 

・送迎時間が一律に記録され、実際の送迎時間が記録されていなかった。 

・虐待の防止のための指針は作成されているが、記載すべき事項の一部が不足し

ていた。 

・認知症介護に係る基礎的な研修を未受講の従業者がいたり、その他の研修につ

いて研修記録に日付や内容の記載漏れがあった。 

・事業所パンフレット記載の加算取得状況について、一部実態と異なっていた。 

・外部の者による評価又は運営推進会議による評価の結果を公表していなかっ

た。 

・事業所内発生の事故について、市への事故報告書が提出されていないことがあ

った。 

・各サービス計画の同意欄において、本人署名がなく家族や成年後見人のサイン

のみのものがあった。 

・重要事項説明書の利用者負担額や加算の記載に誤りがあった。 

・秘密保持誓約書を取り交わしていない従業者がいた。 

・介護報酬改定に伴い変更された料金表について、一部の利用者から同意を得て

いなかった。 
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〈介護給付費の算定及び取扱い〉 

・処遇改善加算を算定する介護の届出を行った事業所は、当該事業所における賃

金改善を行う方法等について計画書等を用いて職員に周知するよう努める必要が

あるが、口頭で周知しているものの、回覧した記録を確認できなかった。 

・看取りに関する指針について、一部の利用者から同意を得ていなかった。 

・個別機能訓練加算に関する計画等の作成は確認されたが、記録が作成されてい

ないことがあった。 

・口腔機能改善管理指導計画に関する記録が保存されていなかった。 

・入浴時間や介助内容が記録されていない個別ケア記録があったり、給付実績上

の算定回数と個別ケア記録の入浴実施回数に齟齬があった。 

 

３ 監査を行った法人数及び指導内容 

1 法人（令和６年度：1 法人） 

令和７年度においては、1 法人に対して監査を実施しました。こちらについ

ては調査中になりますので、来年度以降に改めて報告いたします。 

今回は、令和６年度地域密着型サービス運営委員会時に調査中であった監査

内容について報告いたします。 

 

▶監査対象サービス 

施設系サービス 

 

▶指摘事項 

・身体的拘束の事案発生後に開催した身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会において、当該事案に関して検討した記録がありませんでした。そ

もそもサービス提供において身体的拘束等の行為を行ってはならないことを前

提とした上で、身体的拘束の実施が緊急やむを得ない場合（切迫性・非代替

性・一時性の要件を満たすか）に該当するかを組織として慎重に検討し判断の

過程を記録に残すこと、実施する場合は様態及び時間、利用者の心身の状況や

家族の意見等を詳細に記録することを求めました。 
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4 まとめ 

 令和７年度の運営指導及び監査は、昨年度と同様に、厚生労働省から示された

指導方針に基づき、サービスごとに確認する項目及び文書を絞り実施しました。

概ね、適正に基準を遵守し運営していましたが、運営指導で確認した基準違反に

ついては文書や口頭で改善していただくよう指導いたしました。 

また、今年度は事業譲渡により運営法人が変更になった事業所があったため、

事業譲渡後に運営指導に参りました。事業所の現場では、特に混乱等もなく、概

ね適正に基準を遵守し、利用者に対する説明等も丁寧に行いながら運営されてい

ました。 

引き続き、地域密着型サービス事業者を対象とする集団指導などを通して市内

の事業所へ関係法令の遵守や事業所運営及びサービス提供を適正に実施するよう

周知するとともに、適正な運営と報酬請求を行うよう広く周知してまいります。 

 

以上 
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